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一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
九
年
に
成
立
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ

（
パ
ク
ト
）
法
は
、企
業
の
社
会
的
責
任
（responsabilité 

sociétale des entreprises

）
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て

本
格
的
な
制
度
改
革
を
行
う
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
企
業
法
制

に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
法
律
で
あ
る
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ

Ｅ
法
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「〈
資
料
〉〔
外
国
法

制
の
紹
介
〕
企
業
の
成
長
及
び
変
革
に
関
す
る
二
〇
一
九

年
五
月
二
二
日
の
法
律
第
二
〇
一
九

－

四
八
六
号
（
Ｐ
Ａ

Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
）」
比
較
法
学
第
五
四
巻
第
二
号
九
一
頁
（
二

〇
二
〇
）
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
そ
の
成
果
と
課
題
を
検

証
す
る
こ
と
は
法
律
制
定
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
、
法
律
の

公
布
か
ら
三
か
月
以
内
に
首
相
の
も
と
に
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法

の
政
策
評
価
を
任
務
と
す
る
委
員
会
が
置
か
れ
、
Ｐ
Ａ
Ｃ

Ｔ
Ｅ
法
が
も
た
ら
す
経
済
的
影
響
、
制
度
の
活
用
状
況
及

び
改
革
が
も
た
ら
し
た
マ
イ
ナ
ス
作
用
を
ま
と
め
た
年
次

報
告
書
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（
Ｐ

Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
第
二
二
一
条
Ⅱ
）。
フ
ラ
ン
ス
戦
略
庁

（France Stratégie

）
に
運
営
が
委
ね
ら
れ
た
こ
の
委

員
会
は
、
国
会
議
員
、
研
究
者
、
行
政
機
関
・
公
的
機
関

二
〇
一
九
年
フ
ラ
ン
ス
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
の
影
響
と
今
後
の
課
題

―
二
〇
二
一
年
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
の
概
要
―

石　

川　

真　

衣
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の
代
表
者
及
び
労
使
関
係
当
事
者
（partenaires soci-

aux
）
の
代
表
者
か
ら
成
り
、
本
稿
執
筆
時
点
で
は
す
で

に
二
つ
目
の
年
次
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二

〇
年
及
び
二
〇
二
一
年
に
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
た
年
次
報

告
書
は
い
ず
れ
も
二
〇
〇
頁
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

あ
く
ま
で
集
積
し
た
デ
ー
タ
を
基
礎
に
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
の

影
響
を
分
析
す
る
に
と
ど
ま
り
、
制
度
の
改
善
点
へ
の
言

及
な
ど
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

将
来
の
改
革
の
方
向
性
を
含
む
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
提

言
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
経
済
・
財
務
・
復
興
大
臣

（M
inistre de lʼÉconom

ie, des Finances et de la 

Relance

）Bruno Le M
aire

氏
及
び
「
責
任
あ
る
社
会

的
連
帯
経
済
」担
当
副
大
臣（Secrétaire dʼÉtat chargée 

de lʼÉconom
ie sociale, solidaire et responsable

）

O
livia Grégoire

氏
の
両
名
か
ら
ロ
シ
ェ
・
グ
ル
ー
プ

の
社
長（Président-directeur général

）Bris Rocher

氏
に
対
し
送
付
さ
れ
た
二
〇
二
一
年
四
月
二
二
日
付
の
文

書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
お
い
て
、Rocher

氏
に
対

し
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
に
よ
る
改
正
の
影
響
や
同
法
に
よ
り

創
設
さ
れ
た
制
度
の
利
用
状
況
と
と
も
に
、
今
後
検
討
す

べ
き
改
善
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た（Rapport 

Rocher, A
nnexe 1, Lettre de m

ission

）。Rocher

氏
が
率
い
る
ロ
シ
ェ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
自
然
派
化
粧
品
ブ

ラ
ン
ドY

ves Rocher

を
は
じ
め
と
す
る
化
粧
品
の
製

造
・
販
売
を
中
心
と
す
る
事
業
を
展
開
し
、
ロ
シ
ェ
一
族

が
支
配
権
を
有
す
る
同
族
・
非
上
場
企
業
で
あ
る
。
同
グ

ル
ー
プ
は
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
が
創
設
し
た
制
度
を
い
ち
早

く
採
用
し
、
二
〇
一
九
年
中
に
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る

企
業
（entreprise à m

ission

）」
と
な
る
こ
と
を
表
明

し
、
企
業
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
自
然

を
再
び
つ
な
ぐ（Reconnecter ses com

m
unautés à 

la nature

・Reconnect People to N
ature

）」
こ
と

を
掲
げ
、
環
境
保
護
へ
の
取
り
組
み
を
積
極
的
に
公
表
し

て
き
た（https://groupe-rocher.com

/sites/default/
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_D
ossier%

20de%
20presse%

20

FR.pdf

）。
新
設
さ
れ
た
制
度
を
実
際
に
利
用
す
る
当
事

者
に
既
存
の
制
度
の
改
善
点
の
取
り
ま
と
め
を
要
請
し
た

こ
と
は
、
制
度
改
革
の
検
討
手
法
と
し
て
興
味
深
い
が
、

そ
の
背
景
に
は
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
制
度

の
利
用
が
必
ず
し
も
期
待
通
り
に
広
が
っ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
事
情
が
あ
る
。Rocher

氏
は
、
二
〇
二
一
年
一

〇
月
に
報
告
書
を
提
出
し
（
以
下
、「
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー

ト
」
と
い
う
）、
そ
の
全
文
は
経
済
・
財
務
・
復
興
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る（https://w

w
w

.

econom
ie.gouv.fr/files/files/2021/R

A
PPO

R
T

_

RO
CH

ER_EX
E_PL.pdf

）。

　

Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
が
導
入
し
た
制
度
に
つ
い
て
は
本
誌
に

お
い
て
も
す
で
に
紹
介
す
る
機
会
を
得
た
が
（
拙
稿

「『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
企
業
』
と
は
何
か
―
二
〇
一
九

年
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
に
よ
る
改
革
―
」
本
誌
第
六
一
巻
第
二

号
一
〇
六
頁
（
二
〇
二
一
））、
本
稿
は
そ
の
続
編
と
し

て
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
の
制
定
二
年
後
の
状
況
を
ま
と
め
た

ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
及
び
そ
の
提
案
を
紹
介
し
、

今
後
の
動
向
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
も
の
で
あ

る
。二 

、
二
〇
一
九
年
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
に
よ

る
改
革
と
制
度
の
普
及
状
況

　

Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
は
、「
社
会
に
お
け
る
企
業
の
地
位
の

再
考
（Repenser la place des entreprises dans la 

société

）」
を
掲
げ
、
こ
の
目
標
の
実
現
の
た
め
に
、
重

要
な
改
正
及
び
注
目
さ
れ
る
制
度
の
新
設
を
行
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
四
つ
挙
げ
て
お
き

た
い
。
一
つ
目
は
、
民
法
典
に
お
い
て
、
会
社
を
運
営
す

る
に
あ
た
り
、
社
会
的
課
題
及
び
環
境
上
の
課
題
を
考
慮

に
入
れ
る
べ
き
こ
と
が
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る

（
民
法
典
第
一
八
三
三
条
第
二
項
）。
こ
の
規
定
は
す
べ
て
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の
会
社
形
態
が
従
う
べ
き
こ
と
と
な
る
、
適
用
範
囲
の
広

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
二
つ
目
は
、
こ
れ

も
ま
た
民
法
典
に
置
か
れ
た
、
存
在
意
義
・
存
在
理
由

（raison dʼêtre

（
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
、
パ
ー
パ
ス
）。
以

下
、「
存
在
意
義
」
と
す
る
）
を
定
款
に
明
記
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
る
規
定
の
新
設
で
あ
る
（
民
法
典
第
一
八

三
五
条
）。
こ
れ
は
会
社
に
そ
う
し
た
行
為
を
義
務
づ
け

る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
会
社
が
自
主
的
に
判
断
す

る
事
項
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る

企
業
（entreprises à m

ission

）」
制
度
の
創
設
で
あ

る
。
こ
れ
は
直
前
に
挙
げ
た
民
法
典
第
一
八
三
五
条
の
規

定
に
基
づ
き
自
ら
の
存
在
意
義
を
定
款
に
定
め
た
会
社
が

さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
を
欲
す
る
場

合
に
与
え
ら
れ
る
選
択
肢
で
あ
る
。
会
社
の
存
在
意
義
に

加
え
て
、
定
款
に
お
い
て
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
使
命
）」
と

し
て
位
置
づ
け
る
社
会
的
目
的
及
び
環
境
上
の
目
的
そ
し

て
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
実
行
の
監
視
方
法
を
記
載
す
る
等

の
要
件
を
満
た
す
と
、「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
会
社
」

で
あ
る
こ
と
を
公
表
で
き
る
と
す
る
制
度
で
あ
る
（
商
法

典
Ｌ
．二
一
〇-

一
〇
条
）。
四
つ
目
は
、「
持
続
可
能
性

フ
ァ
ン
ド
（
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
フ
ァ
ン
ド
）」
制
度

の
創
設
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
フ
ァ
ン
ド
を
設
立
し
、

当
該
フ
ァ
ン
ド
に
設
立
者
が
保
有
す
る
株
式
等
を
無
償
出

資
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ァ
ン
ド
に
お
い
て
当
該
株
式
等

の
管
理
・
株
式
等
に
付
随
す
る
権
利
行
使
を
行
わ
せ
、
こ

の
仕
組
み
を
通
じ
て
当
該
株
式
等
を
発
行
す
る
会
社
の
経

済
的
持
続
性
を
支
え
、
ま
た
一
般
利
益
に
資
す
る
活
動
を

実
施
ま
た
は
そ
う
し
た
活
動
に
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
第
一
七
七
条

Ｉ
）。
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
株
式
等
の
保
有
を
通
じ
て
会
社

の
経
営
の
安
定
を
目
指
す
趣
旨
の
制
度
で
あ
る
。

　

Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
が
設
け
た
制
度
の
利
用
状
況
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
す
べ
て
の
会
社
が
従
う
べ
き
こ

と
と
な
る
民
法
典
第
一
八
三
三
条
の
改
正
を
除
け
ば
、
上
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記
に
挙
げ
た
各
種
制
度
は
そ
の
採
用
の
是
非
が
各
企
業
に

委
ね
ら
れ
る
、
任
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ェ
・
レ

ポ
ー
ト
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
制
度
へ
の
大
幅
な

移
行
は
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
制
定
以
降
生
じ
て
お
ら
ず
、
フ
ラ

ン
ス
産
業
界
を
代
表
す
る
企
業
の
な
か
で
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン

を
有
す
る
企
業
」
と
な
っ
た
の
は
ご
く
少
数
に
と
ど
ま

り
、
自
ら
の
「
存
在
意
義
（
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
）」
を
対

外
的
に
公
表
し
た
企
業
は
Ｃ
Ａ
Ｃ
40
に
属
す
る
企
業
の
半

数
に
上
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
単
な
る
「
公
表
」
で
あ

り
、
株
主
総
会
決
議
に
よ
る
定
款
変
更
を
行
い
、
会
社
の

存
在
意
義
を
実
際
に
定
款
に
記
載
す
る
措
置
を
採
っ
た
例

は
少
な
い
（
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
七
頁
）。「
ミ
ッ
シ
ョ
ン

を
有
す
る
企
業
」
の
制
度
普
及
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
二
〇
一
八
年
に
設
立
さ
れ
た
一
九
〇
一
年
法
に
基

づ
く
非
営
利
社
団
（association loi 1901

）「
ミ
ッ
シ
ョ

ン
を
有
す
る
企
業
連
合
体
（Com

m
unauté des entre-

prises à m
ission

）」
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
一
年

末
時
点
で
は
五
〇
五
の
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
会
社

（sociétés à m
ission

）
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
う
ち
七

九
％
は
従
業
員
数
五
〇
人
未
満
の
小
規
模
会
社
で
あ
る

（Barom
ètre de lʼO

bservatoire, Cinquièm
e por-

trait des sociétés à m
ission, m

ars 2022 https://

w
w

w
.entreprisesam

ission.org/sortie-du-5em
e-

barom
etre-de-lobservatoire-des-societes-a-m

is 

sion/

）。
さ
ら
に
、「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
会
社
」
は

同
族
企
業
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
現
時
点
で
は
、
上
場
会

社
・
大
規
模
会
社
に
お
い
て
同
制
度
が
積
極
的
に
採
用
さ

れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
ら

な
る
制
度
普
及
に
向
け
て
、
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
は
、
一

四
の
勧
告
（recom

m
andations

）
を
示
す
形
で
今
後
の

方
向
性
を
明
確
化
す
る
こ
と
と
し
た
（
各
勧
告
に
つ
い
て

は
、
本
稿
の
末
尾
に
仮
訳
を
付
し
て
い
る
）。
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三 

、
二
〇
二
一
年
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト

に
よ
る
提
案

　

ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
勧
告
は
、
大
き
く
分
け
て

三
つ
の
テ
ー
マ
―
広
げ
る
（Essaim

er

⑴

）・
信
用
を
与
え

る
（Crédibiliser

）・
将
来
に
向
け
た
計
画
を
立
て
る

（Se projeter

）
―
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
目
の
テ
ー
マ
―
「
広
げ
る
（Essaim

er

）」
―
の

も
と
で
は
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
新
制
度

を
知
ら
し
め
る
こ
と
、
そ
し
て
制
度
利
用
の
促
進
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
七
つ
の
勧
告
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と

り
わ
け
中
小
規
模
・
零
細
企
業
に
お
い
て
は
社
会
的
問
題

や
環
境
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
法
律
上
義
務
づ
け

ら
れ
る
こ
と
自
体
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
優
れ
た
取
り
組
み
（
グ
ッ
ド
・
プ
ラ
ク

テ
ィ
ス
）
を
示
す
ガ
イ
ド
を
作
成
し
、
よ
り
多
く
の
会
社

が
定
款
に
存
在
意
義
を
明
記
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は

「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
企
業
」
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

を
促
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め

に
、
専
門
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
商
事
裁
判
所
書
記
全
国

協
会（Conseil national des greffi

ers des tribunaux 

de com
m

erce

）や
フ
ラ
ン
ス
公
的
投
資
銀
行
（Bpi-

france

）
な
ど
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る

が
、
よ
り
長
期
的
な
視
野
に
立
ち
、
将
来
の
経
営
者
の
育

成
を
担
う
高
等
教
育
課
程
に
お
い
て
問
題
意
識
を
高
め
る

こ
と
も
有
効
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
家
が
取
り
組
み

を
主
導
す
る
こ
と
に
対
す
る
期
待
が
寄
せ
ら
れ
、
国
家
が

株
式
を
保
有
す
る
会
社
や
公
施
設
法
人
（établissem

ent 

public

）
に
お
い
て
、
存
在
意
義
の
明
記
や
「
ミ
ッ
シ
ョ

ン
を
有
す
る
企
業
」
制
度
の
採
用
が
積
極
的
に
検
討
さ
れ

る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
企
業
」
制
度
の
対
象
が
現
行
法

上
は
商
事
会
社
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
事
会
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社
及
び
経
済
利
益
団
体（groupem

ent dʼintérêt écono- 

m
ique

）
を
対
象
に
加
え
る
改
正
を
行
い
、
弁
護
士
法
人

や
監
査
法
人
、
医
療
法
人
等
が
制
度
を
活
用
す
る
法
的
基

盤
を
形
成
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
テ
ー
マ
―
信
用
を
与
え
る
（Crédibiliser

）

―
は
、
新
制
度
を
利
用
す
る
会
社
が
法
的
リ
ス
ク
や
レ

ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
事
業
の
展
開
を
行
う
上
場

会
社
は
と
り
わ
け
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を
意
識
す
る
と
し
、

定
款
に
定
め
た
会
社
の
存
在
意
義
・
会
社
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

に
反
す
る
行
為
や
決
議
に
関
し
て
会
社
及
び
役
員
の
責
任

が
追
及
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を
懸
念
し
て
、
会
社
の
存
在
意
義

を
定
め
て
も
そ
れ
を
定
款
に
含
め
な
い
会
社
が
多
く
あ
る

な
か
、
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
は
、
株
主
総
会
決
議
に
よ
る

定
款
変
更
手
続
を
経
て
会
社
の
存
在
意
義
を
定
款
に
定
め

る
こ
と
に
よ
り
株
主
と
の
関
係
に
お
い
て
も
存
在
意
義
が

正
当
な
も
の
と
な
り
、
株
式
会
社
の
取
締
役
会
（conseil 

dʼadm
inistration

）・
執
行
役
会
（directoire

）
に
存
在

意
義
の
内
容
を
考
慮
に
入
れ
る
法
律
上
の
義
務
（
商
法
典

Ｌ
．二
二
五-

三
五
条
・
Ｌ
．二
二
五-

六
四
条
に
基
づ
く

義
務
）
及
び
民
法
典
第
一
八
三
五
条
に
基
づ
き
存
在
意
義

の
実
現
の
た
め
に
人
的
リ
ソ
ー
ス
・
資
本
リ
ソ
ー
ス
を
充

て
る
義
務
が
そ
れ
ぞ
れ
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
こ

う
し
た
義
務
に
従
い
、
会
社
の
戦
略
・
業
務
執
行
に
お
い

て
存
在
意
義
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
存
在
意
義
が

単
な
る
「
広
告
の
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
（slogan pub-

licitaire

）」
で
あ
る
と
す
る
批
判
を
受
け
ず
に
済
む
と
す

る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
役

員
・
従
業
員
の
変
動
報
酬
の
一
定
割
合
を
非
財
務
指
標
に

係
ら
し
め
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
企
業
」
制
度
の
普
及
を
図
る

う
え
で
は
、
同
制
度
に
対
す
る
信
用
を
高
め
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
と
こ
ろ
、
情
報
開
示
の
充
実
に
よ
り
そ
の
目
的
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が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
非
財
務
情
報
の
開
示
規
制
が
従
業
員
五
〇
〇
人
以

上
を
雇
用
す
る
会
社
に
の
み
課
せ
ら
れ
る
状
況
に
お
い

て
、
小
規
模
会
社
が
開
示
義
務
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い
る

こ
と
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た

め
に
、
会
社
の
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
関
連
情
報
に
関
す
る
報
告
書
の
作
成
・
開
示
を

「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
企
業
」
に
対
し
て
求
め
る
こ
と

が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
開
示
に
つ
い
て
は
、
欧
州
レ
ベ
ル

で
進
め
ら
れ
て
い
る
欧
州
財
務
報
告
諮
問
グ
ル
ー
プ
（
Ｅ

Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｇ
）
に
よ
り
策
定
さ
れ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
報

告
基
準
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
。
ま

た
、
各
会
社
に
お
い
て
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
遂
行
を
監
視
す
る

「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
委
員
会
（com

ité de m
ission

）」
の
役

割
の
明
確
化
の
た
め
に
、
取
締
役
会
・
執
行
役
会
と
の
連

携
強
化
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
具
体
的
に
は
ミ
ッ
シ
ョ

ン
委
員
会
に
よ
る
年
次
報
告
書
が
会
社
の
指
揮
管
理
機
関

の
協
力
の
も
と
で
作
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
や
ミ
ッ
シ
ョ
ン

委
員
会
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
遂
行
の
監
視
機
能
に
限
ら
ず
、

ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
諮
問
機
能
及
び

警
告
機
能
を
果
た
す
べ
き
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

ミ
ッ
シ
ョ
ン
委
員
会
の
活
動
に
関
す
る
透
明
性
の
向
上
も

重
視
さ
れ
、
作
成
さ
れ
た
年
次
報
告
書
は
公
開
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
く
、
ま
た
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
委
員
会
の
活
動
を

規
律
す
る
内
部
規
則
の
作
成
及
び
会
社
の
社
会
経
済
委
員

会
（com

ité social et économ
ique

―
企
業
内
労
使
対

話
の
質
の
向
上
の
た
め
に
従
業
員
数
一
一
人
以
上
の
会
社

に
お
い
て
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
委
員
会
。
従
業
員
代

表
機
能
を
有
す
る
）
に
対
す
る
活
動
報
告
書
の
提
出
が
推

奨
さ
れ
て
い
る
。
社
会
経
済
委
員
会
へ
の
活
動
報
告
の
要

請
は
、
株
主
だ
け
で
な
く
会
社
の
従
業
員
に
対
し
て
も
よ

り
多
く
の
情
報
提
供
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
問
題
意
識

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

ミ
ッ
シ
ョ
ン
委
員
会
と
は
別
に
、
会
社
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
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遂
行
に
関
す
る
監
視
機
能
を
担
う
の
が
、
独
立
第
三
者
機

関
（organism

e tiers indépendant

）
で
あ
る
。
こ
の

機
関
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
も
規
定
が
少

な
い
こ
と
か
ら
不
明
確
な
部
分
が
多
く
あ
り
、
関
係
団
体

（
会
計
監
査
役
全
国
協
会
（
Ｃ
Ｎ
Ｃ
Ｃ
）
及
び
フ
ラ
ン
ス

規
格
協
会
（
Ａ
Ｆ
Ｎ
Ｏ
Ｒ
））
が
提
供
す
る
文
書
に
よ
り

そ
の
役
割
・
介
入
の
範
囲
が
明
確
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
制
度
普
及
の
過
渡
期
の
な
か
、
独
立

第
三
者
機
関
と
し
て
の
認
証
を
受
け
る
機
関
の
数
が
ま
だ

少
な
く
、
市
場
寡
占
状
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
競

争
を
高
め
る
こ
と
の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

三
つ
目
の
テ
ー
マ
―
将
来
に
向
け
た
計
画
を
立
て
る

（Se projeter

）
―
は
、
長
期
的
視
野
に
基
づ
い
た
経
営

を
目
指
す
た
め
の
方
策
を
念
頭
に
入
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ａ
Ｃ

Ｔ
Ｅ
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
持
続
可
能
性
フ
ァ
ン
ド

（fonds de pérennité

）
は
、
当
該
フ
ァ
ン
ド
を
設
立
す

る
者
が
株
式
等
を
出
資
す
る
こ
と
に
よ
り
、
出
資
さ
れ
た

株
式
等
を
発
行
す
る
会
社
の
安
定
的
な
支
配
を
確
立
し
、

ま
た
一
般
利
益
に
資
す
る
活
動
へ
の
資
金
提
供
を
行
う
こ

と
を
可
能
と
す
る
制
度
で
あ
る
。「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す

る
企
業
」
制
度
と
同
様
、
現
時
点
で
の
利
用
は
限
定
的
で

あ
る
が
、
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
は
、
そ
の
理
由
が
税
制
上

の
優
遇
措
置
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
す

る
。

　

制
度
普
及
を
目
指
す
う
え
で
必
要
と
な
る
改
革
と
し

て
、
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
は
二
つ
の
点
を
挙
げ
る
。
一
つ

は
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
充
実
さ
せ
、
出
資
時
に
か
か

る
無
償
移
転
税
（droit de m

utation à titre gratu-

it

）
を
免
除
し
、
こ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
は
課
税
の

繰
延
（report dʼim

position

）
を
検
討
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
が
導

入
し
た
制
度
は
、
個
人
が
フ
ァ
ン
ド
を
設
立
し
、
個
人
と

し
て
保
有
す
る
株
式
等
を
当
該
フ
ァ
ン
ド
に
出
資
す
る
と

い
う
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
て
い
た
た
め
、
法
人
も
同
じ
よ
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う
な
形
で
出
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
確
に
認

め
、
税
制
上
の
優
遇
策
を
法
人
に
も
広
げ
る
こ
と
が
あ
わ

せ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
提
案
の
背
景
に
は
、
持
続

可
能
性
フ
ァ
ン
ド
制
度
を
活
用
し
う
る
者
は
、
個
人
と
し

て
直
接
株
式
等
を
保
有
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
純
粋
持
株

会
社
（
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
）
を
通
じ
て
保
有
す
る
こ
と
が

多
い
た
め
、
法
人
に
対
す
る
制
度
活
用
の
道
を
広
げ
る
こ

と
が
制
度
普
及
の
鍵
と
な
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
持
続
可
能
性
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
出
資
の
ハ
ー
ド

ル
を
下
げ
る
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
と
い
え
る
。
も
う
一

つ
は
、
持
続
可
能
性
フ
ァ
ン
ド
が
一
般
利
益
に
資
す
る
活

動
に
資
金
提
供
を
行
う
際
に
、
メ
セ
ナ
（m

écénat
）
制

度
の
税
制
優
遇
措
置
の
利
用
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
が
可
能
と
な
れ
ば
、
メ
セ
ナ
制
度
に
定
め
ら
れ
る
条
件

の
下
で
減
税
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る⑵

。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
近
時
の
欧
州
の
動
向
―
欧
州
委
員
会

に
よ
る
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
推
進
に
関
す
る

取
り
組
み
が
現
在
進
行
中
で
あ
る
―
に
フ
ラ
ン
ス
が
Ｐ
Ａ

Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
を
通
じ
て
進
め
た
改
革
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
へ

の
期
待
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
規
模
組
合
か
ら
大
規
模
上

場
会
社
ま
で
を
含
む
す
べ
て
の
会
社
に
お
い
て
社
会
的
課

題
・
環
境
上
の
課
題
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
義
務
づ
け

る
民
法
典
第
一
八
三
三
条
に
相
当
す
る
法
律
規
定
を
置
く

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
他
に
存
在
し
な
い
と
の
見
地
か
ら
、
そ
う

し
た
先
駆
的
な
取
り
組
み
が
今
後
欧
州
委
員
会
の
取
り
組

み
に
お
い
て
参
考
と
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
あ
わ
せ
て
定

款
に
存
在
意
義
を
明
記
す
る
と
い
う
制
度
も
欧
州
レ
ベ
ル

で
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
勧
告
さ
れ
て
い
る
。
将
来
的
に

は
、
あ
ら
ゆ
る
Ｅ
Ｕ
の
会
社
に
対
し
て
存
在
意
義
の
明
記

を
働
き
か
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
最
後

に
、
直
近
の
目
標
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
非
財
務
情
報

開
示
規
制
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
環
境
資
源
・
人

的
資
源
を
会
計
上
反
映
さ
せ
る
、
統
合
会
計
（com

pta- 

bilité intégrée

）
の
採
用
へ
の
期
待
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
二
〇
一
二
年
に

パ
リ
・
ド
ー
フ
ィ
ヌ
大
学
のJacques Richard

教
授
が

提
案
し
た
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
（
環
境
再
生
に
適
合
的
な
会
計

（Com
ptabilité A

daptée au Renouvellem
ent de 

lʼE
nvironnem

ent

）/T
D

L

（T
riple D

epreciation 

Line

）
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
あ
る
。
本
稿
で
は
詳
細
に
立

ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
人
的
資
本
（capital hu-

m
ain

）
と
自
然
資
本
（capital naturel

）
を
貸
借
対
照

表
の
負
債
の
部
の
勘
定
科
目
と
し
、
社
会
的
な
負
債
及
び

環
境
上
の
負
債
の
支
払
能
力
を
会
社
の
評
価
に
含
め
る
と

す
る
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う

し
た
新
た
な
会
計
モ
デ
ル
を
取
り
込
む
プ
ロ
セ
ス
は
変
革

と
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
そ
の
入
り
口
と
し

て
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
開
示
指
令
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
Ｄ
指

令
）
案
を
通
じ
た
非
財
務
情
報
開
示
の
充
実
へ
の
期
待
が

示
さ
れ
て
い
る
。

四 

、
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
公
表
後
の

動
向
と
今
後
の
課
題

　

ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
示
さ
れ
た
勧
告
及
び
提

案
に
は
、
法
律
改
正
を
要
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の

が
混
在
し
て
い
る
。
改
正
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

―
も
し
そ
う
し
た
も
の
が
制
定
さ
れ
る
な
ら
ば
―
「
第
二

次
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
」
な
る
も
の
の
内
容
を
示
唆
し
た
も
の

と
受
け
止
め
る
見
解
も
あ
る
（Bruno D

O
N

D
ERO , 

《Rap-

port R
ocher: bilan de lʼapplication de la loi 

PA
CT

E et propositions dʼévolution

》, B
ull. Joly 

Sociétés déc. 2021, n
o31, p. 7

）。
今
後
の
改
正
及
び
制

度
普
及
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
二
年
の
年
次
報
告

書
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
全
く
異
な
る
方
向
か

ら
、
重
要
と
考
え
ら
れ
る
改
正
が
今
年
に
入
り
な
さ
れ
た

た
め
、
そ
の
紹
介
を
最
後
に
行
い
た
い
。
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フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
三
月
に
ス
ポ
ー
ツ

の
普
及
に
関
す
る
法
律
が
成
立
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
を
目
的
と
す
る
二
〇
二
二
年
三
月
二

日
の
法
律
第
二
〇
二
二-

二
九
六
号
（Loi n

° 2022-296 

du  2 m
ars 2022 visant à dém

ocratiser le sport en 

France

）
は
、
健
康
増
進
の
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
の
促
進

と
と
も
に
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
向
上
（
ス

ポ
ー
ツ
団
体
の
役
員
構
成
に
お
け
る
男
女
同
数
（
パ
リ

テ
）
の
実
現
な
ど
）
及
び
ス
ポ
ー
ツ
く
じ
の
不
正
防
止
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
法
律

に
よ
り
会
社
法
に
密
接
に
関
連
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
改
正
さ
れ
た
の
は
、
株
式
会
社
の
取
締
役

会
と
執
行
役
会
の
義
務
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
商
法
典
Ｌ
．

二
二
五
－
三
五
条
及
び
Ｌ
．二
二
五
－
六
四
条
で
あ
る
。

す
で
に
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
は
こ
の
二
つ
の
規
定
を
改
正
し
、

取
締
役
会
及
び
執
行
役
会
が
会
社
活
動
の
方
向
性
を
決
定

し
、
そ
の
実
行
を
監
視
す
る
う
え
で
、
そ
れ
が
会
社
の
利

益
に
適
合
的
な
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
社
会
的
課

題
及
び
環
境
上
の
課
題
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
義
務
づ

け
て
い
た
。
二
〇
二
二
年
の
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
に
関
す
る

法
律
は
、
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
項
に
、「
文
化
及

び
ス
ポ
ー
ツ
に
関
連
す
る
課
題
」
を
加
え
た
。
し
た
が
っ

て
、
現
行
法
上
、
株
式
会
社
の
取
締
役
会
・
執
行
役
会
は

社
会
・
環
境
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
四
つ
の
問
題
を
考
慮

す
る
義
務
を
法
律
上
負
う
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
強
調
さ

れ
る
の
は
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
制
定
時
点
で
は
「
考
慮
に
入

れ
る
（prendre en considération

）」
義
務
が
あ
る
に

す
ぎ
な
か
っ
た
の
が
、
二
〇
二
二
年
改
正
以
後
は
「
考
慮

す
る
（considérer

）」
義
務
に
入
れ
替
わ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
微
妙
な
表
現
の
違
い
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
文

言
の
入
れ
替
え
に
よ
り
、
一
段
と
重
い
義
務
を
負
う
こ
と

に
な
る
と
説
明
さ
れ
る
（A

lain C
O

U
RET , 

《Lʼirrésistible 

glissem
ent du droit des sociétés vers un droit 

sociétal
》, Bull. Joly Sociétés m

ai 2022, p.1

）。
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ス
ポ
ー
ツ
分
野
の
改
正
が
会
社
法
の
根
幹
に
関
わ
る
事

項
に
及
ぶ
こ
と
は
異
例
で
あ
る
。
業
種
に
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
株
式
会
社
の
取
締
役
会
と
執
行
役
会
が
上
記
の

義
務
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
機
関
が
考
慮
す

べ
き
対
象
が
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
制
定
時
と
比
べ
て
大
き
く
広

が
る
こ
と
を
意
味
し
、
混
乱
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。

と
く
に
法
律
上
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の

は
、
株
式
会
社
の
機
関
の
う
ち
取
締
役
会
及
び
執
行
役
会

に
つ
い
て
の
み
そ
う
し
た
考
慮
が
条
文
上
要
求
さ
れ
る
こ

と
の
一
貫
性
の
欠
如
、
そ
し
て
前
述
し
た
「
考
慮
」
に
関

す
る
文
言
の
入
れ
替
え
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
意
識
す
べ
き

義
務
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
事
項
が
、
最
終
的
な
判
断
に
お

い
て
反
映
さ
れ
る
べ
き
、
目
標
と
し
て
の
事
項
に
変
わ
っ

た
こ
と
で
あ
る
（Bruno D

O
N

D
ERO , 

《La dure loi du 

sport

…
》, Bull. Joly Sociétés avr. 2022, n

o11, p.6

）。

こ
の
よ
う
な
形
で
会
社
の
機
関
に
課
さ
れ
る
義
務
が
拡
大

す
る
こ
と
が
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
制
度
の

利
用
拡
大
に
与
え
る
影
響
を
現
時
点
で
正
確
に
予
測
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
法
律
上
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
新
た
な
義
務
へ
の
対
応
を
優
先
し
、
定
款
に
お
け
る
存

在
意
義
の
明
記
・「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
有
す
る
企
業
」
制
度

の
採
用
と
い
っ
た
任
意
的
な
措
置
に
つ
い
て
は
追
加
的
な

負
担
や
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
て
判
断
を
先
送
り
す
る
会
社
が

少
な
か
ら
ず
出
る
こ
と
は
想
像
に
容
易
い
。
今
後
の
制
度

普
及
は
、
ロ
シ
ェ
・
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
勧
告
・
提
案
の
実

行
状
況
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
国
家
と
密
接
な
関
係
を
有
す

る
会
社
が
さ
ら
に
積
極
的
な
制
度
利
用
を
通
じ
て
具
体
的

な
取
り
組
み
を
行
い
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
明
確
に
示
す
こ

と
が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
引
き

続
き
二
〇
二
二
年
後
半
の
動
向
を
注
視
し
た
い
。

（
注
）

⑴　
Essaim

er

は
、
ミ
ツ
バ
チ
の
分
封
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。

⑵　

た
だ
し
、
減
税
は
一
般
利
益
に
資
す
る
活
動
の
み
を
対
象
と
し
、
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フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
証
券
保
有
・
管
理
は
メ
セ
ナ
制
度
の
減
税
措
置
の

対
象
と
な
ら
な
い
。

（
参
考
文
献
（
文
中
に
掲
げ
た
も
の
を
除
く
））

白
石
智
則
「〈
立
法
紹
介
〉
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｅ
法
―
―
企
業
の
成
長
お
よ
び
変

革
に
関
す
る
二
〇
一
九
年
五
月
二
二
日
の
法
律
第
四
八
六
号
」
日
仏

法
学
三
一
号
一
五
八
頁
（
二
〇
二
一
）

Enrico C
O

LLA , Catherine de G
ÉRY  et Laurence L

EM
M

ET , La société 
à m

ission, une entreprise au service dʼun développem
ent du-

rable?, ESCP Im
pact Paper N

o 2021-20-F 

（https://academ
.

escpeurope.eu/pub/IP%
202021-20-FR.pdf

）

【
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP18K

12688
（
若
手
研
究
）
の
助
成
に

よ
る
研
究
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。】

（
い
し
か
わ
　
ま
い
・
東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
准
教
授
・

当
研
究
所
客
員
研
究
員

）

ロシェ・レポート（二〇二一年）の勧告（仮訳）

広げる（Essaimer）－PACTE 法により導入された新たな仕組み（dispositif）をなるべく広く活
用させるために複数の手段を講じることができる

勧
告
１

会社機関の決定プロセスにおいて社会的課題及び環境上の課題を考慮に入れる方法に関する、
零細企業及び中小企業向けのグッド・プラクティス・ガイドを策定すること。このガイドは、
中小企業連盟（CPME）、フランス企業運動（MEDEF）、従業員労働組合組織、商工会議所な
どとともに策定する。

勧
告
２

存在意義及びミッションを有する会社に関する制度への関心を高めるため、及びこれらに関
する知識を与えるための行動を増やすこと。これはピア・ツー・ピア・アプローチを通じて
中小企業および中堅企業（ETI）と直接関係を有する専門家のネットワーク、及びミッション
を有する企業連合体（Communauté des entreprises à mission）、商事裁判所書記全国協
会（Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce）そしてフランス公的
投資銀行（Bpifrance）とともに実施する。

勧
告
３

国家が株主である場合（État actionnaire）は、①直接的に〔制度利用〕資格を有する主体
において、存在意義の明記を〔促進〕させるためにすでになされている努力を続けること、
②公施設法人（établissement public）において存在意義〔の明記〕を提案するために一定
の方法が用いられうるときには、その方法が採られることを確認すること、③〔制度利用〕
対象となる主体とともに、存在意義〔の実行状況〕の調査の基礎となる指標を策定すること。
国家が株主である場合には、その出資対象、とくに公役務（service public）に関する任務
を有するものに対して、ミッションを有する会社としての資格の是非を検討させることも奨
励される。
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勧
告
４

商工業的性格を持つ公施設法人（établissement public à caractère industriel et com-
mercial、EPIC）に対して、存在意義を備えることを促すこと。

勧
告
５

商法典 L.210-10条ないし L.210-12条〔の適用範囲〕を民事会社（sociétés civiles）及び
経済利益団体（groupements d’intérêt économique）にも広げること。この〔ミッション
を有する企業の〕資格をアソシアシオン（非営利社団）に拡張できるかについても検討する
こと。

勧
告
６

商事裁判所書記全国協会について、ミッションを有する会社の資格の届け出の条件を統一す
るための通達（circulaire）を発すること。

勧
告
７

商事裁判所書記全国協会と「ミッションを有する企業連合体」との間に直接的な関係を築き、
〔両者の間で〕ミッションを有する会社に関する資料を交換し、なるべく最新かつ信頼性の高
い〔会社数の〕算出を得られるようにすること。

信用を与える（Crédibiliser）－パーパス・ウォッシング（purpose washing）のリスクは、存在
意義及びミッションを有する会社に関する制度の信用を高めることを必要とさせる

勧
告
８

存在意義を備える会社については、その存在意義を会社の戦略及びその活動の実施（conduite 
opérationnelle）において多様な形で活用させること。定款に記載された存在意義を備える
会社が、年に一度、その株主に対して、存在意義に照らして実施された戦略及びその結果か
らもたらされたものを報告することを勧告すること。

勧
告
９

企業の従業員及び指揮者の変動報酬の一定割合（最低二〇％）を存在意義に関係する客観的
な非財務指標にかからしめること。

勧
告
10

ミッションを有する会社で従業員数二五〇人未満のものに対して、二〇二七年以降、持続可
能性（durabilité）に関する報告書（前年度分）の公表を義務づけること。この報告書は、企
業に対するサステナビリティ情報開示指令（CSRD 指令）案の一環として示された欧州財務
報告諮問グループ（EFRAG）の簡略化されたサステナビリティ・スタンダードに基づき作成
される。

勧
告
11

企業ガバナンスにおける取締役会及び指揮機関またはそのいずれかの役割を再確認し、且つ
業務執行機関及び管理機関との連携協力をより高めた相互作用を視野に入れて、ミッション
委員会（comité de mission）の役割を明確化すること。

勧
告
12

独立第三者機関（OTI）の介入の範囲を明確化すること。これは、会計監査役全国協会
（CNCC）の技術的見解（avis technique）及び典型的な理由付き見解（avis motivé 
type）、そしてフランス規格協会（AFNOR）のガイド（Guide méthodologique）により実
行される。〔また、〕独立第三者機関を選定するにあたり、公募を行うことを企業に奨励し、
市場寡占状態からの脱却に努めること。

将来に向けた計画を立てる（Se projeter）－持続可能性ファンド（fonds de pérennité）の発
展を妨げる要素を除去すること、社会的課題及び環境上の課題を考慮する義務を欧州レベルにおい
ても確立させ、あらゆる EU の会社に存在意義（raison d’être）を備えることを促すこと、及び
統合会計（comptabilité intégrée）〔に向けた取組み〕を進めること

勧
告
13

持続可能性ファンドに対して会社〔が発行する〕証券を出資することにつき、無償移転税
（droit de mutation à titre gratuit）を免除すること。さもなければ、無償移転税の課税の
繰延制度を導入し、且つ出資を行う法人について、〔企業承継に関する制度である〕Dutreil
条項（※）の適用条件を明確化すること。

勧
告
14

企業のサステナブル・ガバナンスに関する欧州委員会の法案の一環として、〔企業が〕社会的
課題及び環境上の課題を考慮に入れるべきことを確立させ、且つあらゆる EU の会社に対し
て存在意義を備えることを促すこと。

※ Dutreil 条項（Pacte Dutreil）とは、企業承継に関連する税制優遇措置であり、相続または贈与に
よる承継について、条件を満たせば承継対象となる株式や持分について無償移転税につき七五％の
免除を受けることができる制度である（一般税法典（CGI）第七八七 B 条）。


